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電力容量市場制度の見直しを求める要請書 
 

埼玉県消費者団体連絡会  
 

2024 年度より小売電気事業者に費用負担（容量拠出金）が求められる容量市場制度につ
いて、本年 7 月に初回オークションが実施され、9 月 14 日に結果が公表されました。約定
総容量は 1億 6,769 万 kW、約定価格は 14,137 円/kWとなり、設定された上限価格とほぼ同
額で約定する結果となりました。 

この結果は消費者に大きな負担をもたらすとともに、電力自由化・電力システム改革の意
義を損なう事態になりかねないと考えられることから、今回の約定結果の白紙撤回と、容量
市場制度の再検討を求めます。 
 
（理由） 
１．電気料金値上げにつながるおそれがあり、消費者にとっては負担増が懸念されます。  

容量市場に係る費用（容量拠出金）は、全ての小売電気事業者、送配電事業者が負担する
ものですが、今回のオークションでは、約定価格が制度趣旨である発電所を維持するために
必要とされた想定金額を大幅に上回りました。この費用は、容量拠出金相当額として基本的
に消費者が支払う電気料金に転嫁されると考えられます。ある試算では、約定総額から概算
する kWh当り負担額は約 1.9円、一般家庭の需要量で試算すると年間約 1万円の負担増とな

るおそれもあり、消費者にとっては容認できるものではありません。  
 
２．新電力事業者の事業継続が困難となり、消費者にとって電力会社及びサービス内容の
変更を迫られるおそれがあります。  
 中小規模の新規電力事業者が多い現状では、今回の約定価格に基づく容量拠出金により相
当数の新電力事業者の事業継続が困難となることが予想されます。2016 年の電力小売全面
自由化は、消費者にとっては「電力会社や利用サービスが選べる」ものであったはずです。
2020 年 5月時点で、日本の総需要に占める新電力シェアは 17.8%、最大の新電力事業者でも
1.4%にすぎません。今回の落札結果から多くの新電力事業者が事業を断念するような事態に
なれば、電力小売全面自由化自体が大きく後退してしまうことになります。消費者にとって
は選択肢が狭まり、結果、電力会社及びサービス内容の変更を迫られるおそれがあります。 
 

３．電力自由化に逆行するとともに、脱炭素社会の実現・再生可能エネルギーの普及に悪
影響を及ぼすおそれがあります。 

前述の通り、現行の容量市場制度の導入により、電力料金の引上げや新電力事業者の市場
淘汰が進むという懸念が払しょくできません。それは、電力自由化政策の導入根拠を揺るが
すものとなりかねません。 

現行の容量市場制度については、非効率な石炭火力発電や原子力発電の維持につながる仕
組みが取り入れられ、脱炭素社会の実現や再生可能エネルギーを主力電源化する方針にも逆
行すると考えます。「再生可能エネルギー主力電源化」「非効率石炭火力のフェードアウト」
等の第 5次エネルギー基本計画に示された方針を推進するうえでも、制度設計の再検討が必
要です。 

 

以上 


